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国土交通省では、 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した
建築設計標準（以下、「ガイドライン」という。）を策定し、全ての建築物
が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目的に、設
計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な
設計情報を提供し、周知に努めている。



●建築設計標準とは 全ての建築物が利用者にとって使いやすいものとして整備されることを目
的に、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して適切
な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして定めたもの。

●記載事項 ①高齢者、障害者等からのニーズを踏まえた設計の基本思想
②設計を進める上での実務上の主要なポイント
③建築物移動等円滑化基準を実際の設計に反映する際に考慮すべき内容
④建築物のバリアフリーの標準的な内容

を図表や設計例を交えて、解説することとしている。加えて、高齢者、障害者等をはじめとする多様な利用者の
ニーズに応えるため、施設の実情に応じて設計時に考慮することが望ましい留意点を記載している。

●具体的な内容は、「第2章 単位空間等の設計」に設計標準、参考配置図、設計例等で示している。

□法令に基づく基準
□設計の考え方（社会的にニーズを踏まえたバリアフ
リー設計の基本的考え方）

□設計のポイント（設計を進める上での実務上の主要
ポイント）

□設計標準（整備内容及びその標準的な実現方法）

・配置、設置数、出入口、広さ、戸の形状、設備等
（１）個別機能を備えた便房の設計標準
（２）多機能便房の設計標準
（３）簡易型機能を備えた便房の設計標準
（４）その他の便房、便所・洗面所の設計標準
（５）改善・改修のポイント
（出入口の有効幅員の記載例）
・原則80cm以上とする。利便性を考慮すると
90cm以上とすることが望ましい等

便所・洗面所の設計標準（抜粋）

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準とは
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【設計例】

【参考配置図】

折りたたみ式大型ベッドの
ある便房



法令上規定されていないが、高齢者・障害者へ
の配慮上、望ましい整備の考え方・留意点
法令上規定されていないが、高齢者・障害者へ
の配慮上、望ましい整備の考え方・留意点

バリアフリー法に基づく基準と建築設計標準の関係

●建築設計標準の位置づけ

● 建築設計標準「単位空間等の設計」の記載例

建築物移動等
円滑化基準
建築物移動等
円滑化基準

建築物移動等円滑化基準を設計で
具体化する際に参考となる内容
建築物移動等円滑化基準を設計で
具体化する際に参考となる内容

（バリアフリー法令）

建築設計標準
（全ての建築物を対象とした、設計ガイドライン）

法に基づく基準

法に基づく基準
建築設計標準

建築物移動等円滑化基準を設計で
具体化する際に参考となる内容

法令上規定されていないが、高齢者・障害者へ
の配慮上、望ましい整備の考え方・留意点

（便所）政令14条第1項第1号
一 便所内に、車椅子を使用している
者が円滑に利用することができる
ものとして国土交通大臣が定める
構造の便房を1以上設けること。

・異性介助に配慮し、少なくとも1以上の車いす
使用者用便房は、男女が共用できる位置に設
ける。

・従来の「多機能便房」内にあった各種設備・機能を、
便所全体に適切に分散して配置することが重要と
なる。
・利用者の分散を図る観点から、乳幼児連れ利用者
に配慮した設備を「多機能便房」に設けることは避
けることが望ましい。

（国交省告示第1496号）
政令14条第1項第1号に規定する車椅
子使用者が円滑に利用できるものとし
て国交省大臣が定める構造は次に掲
げるものとする。
一 腰掛便座、手すり等が適切に配置
されていること。

二 車椅子使用者が円滑に利用するこ
とができるよう十分な空間が確保
されていること。

・各設備を使用でき、車いす利用者が360°回
転できるよう、直径150㎝以上の円が内接で
きるスペースを、1以上設ける。
・便房の標準内法寸法は200㎝×200㎝程度
とする。設備等の形状、配置によって、必要な
広さは変わることに留意する。
・介助者の同伴等、多様な動作が可能なスペー
スを確保する。

・自動式引き戸の場合、施錠の操作がしやすいもの
とし、緊急の場合は外部からも解錠できるものと
する。
・自動式引き戸の場合、自閉式上吊り引き戸（ストッ
パー若しくは一時停止装置又は自動閉鎖時間の
調整機能を持ち、閉まり際で減速するもの）とす
ることが望ましい。
・腰掛便座は、温水洗浄便座とすることが望ましい。
・便房内でも聴覚障害者に非常警報が分かるよう、
フラッシュライト等の光警報装置を設けることが
望ましい。
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ホテル又は旅館における高齢者・障害者等の円滑な移動等
に配慮した建築設計標準 追補版

高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準

高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
（劇場、競技場等の客席・観覧席を有する施設に関する追補版）

高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準

高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準

建築分野のバリアフリ―関連の法制整備と建築設計標準の改正経緯

ハートビル法※制定

２０００ 交通バリアフリー法制定

２００２
ハートビル法改正

２００６
バリアフリー法※制定

２０１８
バリアフリー法改正

※高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる
特定建築物の建築の促進に関する法律

１９９４

バリアフリー法（建築物部分）建築設計標準

身体障害者の利用を配慮した建築設計標準

高齢者・身体障害者の利用を配慮した建築設計標準

高齢者・身体障害者の利用を配慮した建築設計標準

１９８１(S56)

１９９４(H6)（第1回改正）

２００３(H15)（第2回改正）

２００７(H19)（第3回改正）

２０１２(H24)（第4回改正）

２０１７(H29)（第5回改正）

○不特定多数の者が利用する公共的性格を有する建築物を高齢者、
身体障害者等が円滑に利用できるよう行政指導で誘導

○特定建築物の範囲を拡大（学校、共同住宅、事務所、工場、
老人ホーム等を追加）
○床面積の合計が2000㎡以上の特別特定建築物の建築等
について、基礎的基準への適合を義務付け

※高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律

○ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充
○身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害者など、すべての
障害者を対象とした

○床面積2000㎡以上、かつ50室以上のホテル又は旅館の建築時に
義務づけられる、車椅子使用者用客室の設置数を1以上に設定

２０１５(H27)（追補版）

２０１９(H31)（追補版）

（H６）

（H14）

（H18）

（H30）
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【統合・拡充】

○建築主等によるバリアフリー情報の提供

○地方公共団体による条例制定の推進（基本方針の改正）

○床面積の合計が2,000㎡以上、かつ50室以上のホテル又は旅館の

建築時に義務づけられる、車椅子使用者用客室の設置数を、建築する

客室数の1%以上に改正

① 車椅子使用者用客室と一般客室のバリアフリー対応の水準の見直し
② 水廻り部分のバリエーションの追加
③ 客室内の段差解消等による車椅子使用者用客室の改修モデルの追加

① ホテル客室のバリアフリー化の促進
・バリアフリーに配慮した「一般客室」の設計標準の追加
・既存ホテルの合理的・効果的なバリアフリー改修方法の提案

② トイレのバリアフリー化の促進
・多機能トイレへの利用者の集中を避けるため、個別機能トイレの分散配置を促進
・既存トイレの合理的・効果的なバリアフリー改修方法の提案

① 客席・観覧席を有する施設の車椅子使用者用の客席・観覧席の席数や、車椅子使用者
用客席・観覧席の位置、高低差を考慮したサイトラインの考え方に関する記述の充実
② 劇場、競技場等において高齢者・障害者等が演劇や競技を鑑賞・観覧する上で配慮
すべき設計上・運営上のポイントや、設計事例の紹介等



小規模店舗のバリアフリーに関する取組

国土交通省住宅局におけるバリアフリーに関する取組
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・バリアフリー法第14条に基づく条例制定の要請

・関係省庁及び関係業界団体への要請

・小規模店舗に係るバリアフリー化の実態調査



バリアフリー法第14条に基づく条例制定の要請

○ 平成３０年１０月、バリアフリー法に基づく基本方針において、区域を限って義務付け対象
となる規模の引下げが可能であることを明確化。

○ 地方公共団体に対して、当該基本方針の改正内容、既に条例を策定済みの地方公共団体
における具体的な取組状況について情報提供を行い、条例による義務付け対象となる規模
の引下げに向けた前向きな対応を要請している。

○ 令和元年１０月現在、バリアフリー法第14条第3項に基づく条例を制定し、店舗を対象に
条例で義務付け対象となる規模を引き下げている地方公共団体は、８都府県６市区。

自治体名 床面積の合計 自治体 床面積の合計 自治体 床面積の合計

埼玉県 200㎡以上 横浜市 300㎡以上 京都市 1,000㎡以上

東京都 500㎡以上 川崎市 500㎡以上 大阪府 200㎡以上

世田谷区 200㎡以上 石川県 1,000㎡以上 兵庫県 100㎡以上

練馬区 200㎡以上 高山市 500㎡以上 鳥取県 全て

神奈川県 500㎡以上 京都府 1,000㎡以上

※ ①百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

②飲食店

③理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行

その他これらに類するサービス業を営む店舗
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（注１）：用途により義務付け対象規模が異なる

（注２）：EV等、建築物移動等円滑化基準の項目により義務付け規模が異なる

（注１）

（注２）

（注2）

条例による店舗※の義務付け対象規模の設定状況



関係省庁及び関係業界団体への要請

○ 令和元年9月以降、関係省庁（厚生労働省、農林水産省、経済産業省、中小企業庁）と、小
規模店舗のバリアフリー化に係る取組みを共有し、業界団体を通じた取組みを要請。

※小規模店舗のバリアフリー化を推進するため、業を所管する関係省庁（総務省、金融庁、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、中小企業庁）及び業界団体に、本検討会・小規模店舗WGに参加頂いている。

7

用途 関係省庁 関係業界団体

全て

・厚生労働省
・経済産業省

・中小企業庁

・全国生活衛生同業組合連合会
・一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
・一般社団法人 日本ショッピングセンター協会
・全国中小企業団体中央会
・日本商工会議所
・全国商工会連合会
・全国商店街振興組合連合会

物販店舗
・農林水産省
・経済産業省

・一般社団法人 日本スーパーマーケット協会
・一般社団法人 全国スーパーマーケット協会
・日本チェーンストア協会

飲食店舗
・厚生労働省
・農林水産省

・全国飲食業生活衛生同業組合連合会
・一般社団法人 日本フードサービス協会

サービス店舗

・総務省
・金融庁
・厚生労働省

・日本郵便株式会社
・一般社団法人 全国銀行協会
・全国理容生活衛生同業組合連合会
・全日本美容業生活衛生同業組合連合会



○ 改正バリアフリー法附帯決議（衆議院） （抄）

（平成30年4月18日）

四 地方公共団体は地域の実情に応じて、二千平米未満
の小規模店舗について、バリアフリー化の基準適合義
務を条例により課すことが可能であることを踏まえ、
その一層の促進を図るため、政府としても小規模店舗
のバリアフリー化の実態把握に努めるとともに、ユニ
バーサルデザイン化に向けて所要の措置を講じること。

○ 改正バリアフリー法附帯決議（参議院） （抄）

（平成30年5月18日）

八 二千平米未満の小規模店舗におけるバリアフリー化
の一層の促進を図るため、小規模店舗のバリアフリー
化の実態把握、また、地域の実情に応じて条例により
バリアフリー化の基準適合義務を課すことが可能であ
ることについての地方公共団体への周知等に努める
とともに、ユニバーサルデザイン化に向けて所要の措
置を講ずること。

○ 調査期間：
2018年11月１日～2019年１月31日（3ヶ月間）

○ 調査対象機関：

全国の特定行政庁及び指定確認検査機関

○ 調査対象建築物
[百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗] 

•日用品販売店舗・百貨店、マーケット、物品販売店舗

[飲食店等] 

•飲食店、食堂又は喫茶店、料理店

[理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その
他これらに類するサービス業を営む店舗]

• 郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施
設、理髪店・美容院等、銀行の支店等、物品販売業を
営む店舗以外の店舗

○ 調査内容：

調査期間中に、確認済証を交付した2,000㎡未
満の小規模店舗等について、建築物移動等円滑
化基準への適合状況の調査を実施

小規模店舗に係るバリアフリー化の実態調査

○改正バリアフリー法の附帯決議を踏まえ、小規模店舗を対象として、バリアフリ―法の義務基
準（建築物移動等円滑化基準）への適合状況について調査を実施

改正バリアフリー法附帯決議改正バリアフリー法附帯決議調査概要調査概要
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11.1%

88.9% 適合（n=217）

不適合（n=1,730）

小規模店舗に係るバリアフリー化の実態調査

■調査結果の概要
•床面積2,000㎡未満の小規模店舗の全体の適合率
は19.3%（図１）

•条例による適合建築物を除く適合率は12.8%（図２）

•また、条例による対象規模の引下げを実施している

地方公共団体の適合率は、34.3%（図３-1）

•そのうち、条例による適合建築物を除く適合率は、

1６．７%（図3-2）

•条例による対象規模の引下げを実施していない地方
公共団体の適合率は11.1%（図4）

•図3-2と図４の比較より、地方公共団体による条例制
定による対象規模の引下げは、条例対象外の小規模

店舗のバリアフリー化にも一定の効果が見られる。

【図４】
条例で対象規模の引下げを実施していない
地方公共団体における適合率（n=1,947）
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12.8%

87.2%
適合（条例対象外）

（n=355）
不適合

（n=2,416）

19.3%

80.7%

適合（n=576）

不適合
（n=2,416）

【図１】
全体の適合率
（全体、n=2,992）

【図２】
条例による適合建築物（n=221)

を除く適合率（全体、n=2,７７１）

16.7%

83.3%

適合（条例対象外）（n＝138）
不適合（n＝686）

【図３】
条例で対象規模の引下げを実施している
地方公共団体における適合率
（n=1,045、うち条例適合建築物を除くｎ=824）

21.1%

13.2%
65.6%

適合（条例対象）（n=221）

適合（条例対象外）（n=138）

不適合（n=686）

赤枠部分

図3-1 図3-2



小規模店舗に係るバリアフリー化の実態調査

■用途ごとの適合率 全体（ｎ＝２，９９２）
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19.3%

15.3%

26.3%

19.2%

9.5%

8.9%

33.3%

12.6%

37.5%

80.7%

84.7%

73.7%

80.8%

90.5%

100.0%

91.1%

66.7%

87.4%

62.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体（n=2,992）

日用品販売店舗（n=639）

百貨店、マーケット、物品販売店舗（n=1,030）

飲食店（n=615）

食堂又は喫茶店（n=84）

料理店（n=1）

理髪店、美容院等（n=372）

銀行の支店等（n=69）

物品販売業を営む店舗以外の店舗（n=174）

郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設（n=8）

適 不適
（色付）

物販
店舗

飲食
店舗

サー
ビス
店舗



小規模店舗に係るバリアフリー化の実態調査

■条例による適合建築物（ｎ＝221）を除く小規模店舗における

建築物移動等円滑化基準への適合率 （物販店舗・飲食店舗・サービス店舗別） 全体（ｎ＝２，７７１）

• 物販店舗、飲食店舗、サービス店舗の適合率には、大きな差は見られない。

12.8%

14.9%

11.4%

8.9%

87.2%

85.1%

88.6%

91.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適合 不適合

11
（色付）

全体（ｎ＝2,771）

物販店舗（ｎ＝1,528）

飲食店舗（ｎ＝648）

サービス店舗（ｎ＝595）



小規模店舗に係るバリアフリー化の実態調査

■条例による適合建築物（ｎ＝221）を除く小規模店舗における

建築物移動等円滑化基準への適合率 （規模別）

・ 大規模な建築物の方が、小規模な建築物よりも、適合率が高い傾向にある。

12

12.8%

12.2%

12.7%

22.6%

87.2%

87.8%

87.3%

77.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適合 不適合

合計（ｎ＝2,771）

～299㎡（ｎ＝2,294）

300㎡～９99㎡（ｎ＝322）

1,000㎡～1,９99㎡（ｎ＝155）



小規模店舗に係るバリアフリー化の実態調査結果（まとめ）

13

＜適合・不適合の状況＞

2,000㎡未満の小規模店舗の全体の適合率は19.3％

また、条例による適合建築物を除く2,000㎡未満の小規模店舗の適合率は
12.8％

地方公共団体の条例制定による対象規模の引下げは、条例対象外の小規模店
舗のバリアフリー化にも一定の効果が見られる。

物販店舗、飲食店舗、サービス店舗の適合率には、大きな差は見られない。

大規模な建築物の方が、小規模な建築物よりも、適合率が高い傾向にある。

まとめ



重度の障害、介助者等に配慮した設計等に関する考え方・留意点

（建築設計標準 第２部 第２章 単位空間等の設計、ホテル又は旅館における高齢者、
障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準からの主な記述の抜粋）

国土交通省住宅局におけるバリアフリーに関する取組

14



重度の障害、介助者等に配慮した設計等に関する考え方・留意点
２．７ 便所・洗面所（抜粋）

◆ 設計のポイント ◆

① 「個別機能を備えた便房」を設けた便所

•施設の用途や利用状況を勘案し、利用者の集中を避け、高齢者、
障害者等が円滑に利用できる便所・便房の設置を進めるため、
「個別機能を備えた便房」を便所内に分散して設ける。

– 介助者が異性の場合があることに配慮し、少なくとも1以上の「車
椅子使用者用便房」は、男女が共用できる位置に設ける。

– また排泄介助が必要な障害のある児童、成人等の脱衣等には、大
型ベッドが必要であり「車椅子使用者用便房」を設ける場合には、
男女が共用できる位置に、1以上の「大型ベッド付きの便房」を設
ける。

②「多機能便房」及び「簡易型機能を備えた便房」を設けた便所

•「個別機能を備えた便房」を便所内に分散して設けることが困難
な場合には、以下の点に留意し、「多機能便房」及び「簡易型機能
を備えた便房」を設ける。

– 介助者が異性の場合があることに配慮し、少なくとも1以上の「多
機能便房」は、男女が共用できる位置に設ける。

２．７．１ 個別機能を備えた便房の設計標準

（１） 共通する事項

④ 部品・設備等

イ．手すり

–腰掛便座の両側に手すりを設ける場合には、介助等を考慮し、片側
の手すりは跳ね上げ手すりとする。

（２）車椅子使用者用便房

① 設置数、配置

•異性介助に配慮し、少なくとも1以上の車椅子使用者用便房は、
男女が共用できる位置に設ける。

留意点：男女共用の便房を示す表示

• 障害の有無等が見えにくい・わかりにくい発達障害等では、異性の保護者や
同伴者が、男女共用の便所・便房や広めのスペースのある車椅子使用者用便
房に同行することに、他の利用者からの理解が得にくいことがある。

• そのため男女共用の便所・便房においては、「男女共用であること」を様々な
利用者にわかりやすく示す必要がある。

② 出入口の有効幅員、空間の確保等

•車いす使用者用便房には、車いす使用者が円滑に利用することができ
るよう十分な空間を確保する。

•介助者の同伴等、多様な動作が可能なスペースを確保する。

（４）大型ベッド付き便房

•大型ベッド付き便房は車椅子使用者用便房に、介助によって着替え、
おむつ交換、排泄等を行う際に使用される大型ベッドを付加するもの
である。

留意点：大型ベッドの寸法

・大型ベッドに関し、大型化を求めるニーズもあることから、大型ベッドの寸法
の検討に際しては、施設利用者等のニーズを踏まえて決定することが望まし
い。

① 設置数、配置

•車椅子使用者用便房や多機能便房を設ける場合には、そのうち1以上
を大型ベッド付き便房とする。

•施設用途や規模等を考慮した上で、異性介助に配慮し、1以上の大型
ベッド付き便房は、男女が共用できる位置に設ける。

② 空間の確保等

•車椅子の動きや介助者の動きを考慮し、十分なスペースを確保する。

２．７．２ 多機能便房の設計標準

留意点：多機能便房への乳幼児用おむつ交換台等の設置

•乳幼児用おむつ交換台、乳幼児用いす及び大型ベッドを多機能便房内に設け
る場合は、車椅子使用者が必要とするスペースを確保しつつ設けることが必
要である。 15



２．１０浴室・シャワー室、脱衣室・更衣室（抜粋）

２．１０．１ 浴室・シャワー室の設計標準

（２）車椅子使用者用浴室

① 設置数、配置

•不特定多数の利用者が利用する浴室を設ける場合には、そのう
ち1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以
上）に、車椅子使用者が円滑に利用できる浴室（以下「車椅子使用
者用浴室」という。）を設けることが望ましい。

• 公衆浴場、宿泊機能を有する建築物では、異性による介助に配慮し、男
女が共用できる位置に、個室タイプの車椅子使用者用者も利用できる
浴室（以下「貸し切り浴室」という。）を1以上設けることが望ましい。

（３）車椅子使用者用シャワー室

① 設置数、配置

• 不特定多数の利用者が利用するシャワー室を設ける場合には、そのう
ち1以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上）
に、車椅子使用者が円滑に利用できる浴室（以下「車椅子使用者用
シャワー室」という。）を設けることが望ましい。

• 体育館や水泳場等のスポーツ施設等では、異性による介助に配慮し、
男女が共用できる位置に、シャワー室を1以上設けることが望ましい。

（４） その他

• 専ら高齢者が利用する施設、専ら障害者が利用する施設の浴室等は、
利用者や入居者の動作等の特性及び介助の方法に応じた設計とす
る。

• これらの施設の浴室等の設計は、設計標準を参照しつつ、福祉施設の
設計技術書も参照して、実情に合ったものとする。

２．１０．２ 脱衣室・更衣室等の設計標準

（３） 車椅子使用者用の脱衣・更衣スペース

① 設置数、位置

• 異性による介助に配慮し、男女が共用できる脱衣室・更衣室内に、車
椅子使用者が円滑に利用できる脱衣室・更衣等のスペースを1以上設
けることが望ましい。

（５） 部品・設備等
② 脱衣のためのベンチ等

•高齢者、障害者等が着替えの際に、横になる場合もあるため、1以
上の脱衣のためのベンチを設ける。

•利用者の状況に対応し、介助スペースを確保することができるよ
う、脱衣のためのベンチを床に固定することは避ける。
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重度の障害、介助者等に配慮した設計等に関する考え方・留意点



ホテル又は旅館における建築設計標準（抜粋）

１．２高齢者、障害者等に配慮した建築物整備の考え方

（２）建築計画の手順

⑤ 案内・誘導等に必要な人的配置、情報提供等の方法に
配慮する（ソフト面の工夫）

ア．共通

・施設管理者・従業員（職員）等は、敷地内及び施設内での高齢者や
車椅子使用者等の移動支援や、視覚障害者や聴覚障害者、知的障
害者、発達障害者、精神障害者等の多様な利用者の案内・誘導等に
必要な人的配置、情報提供とコミュニケーション方法に配慮する。

⑦ 火災や地震等、非常時の対応を計画し、取り組む

・避難に時間を要し、避難介助を必要とする高齢者、障害者等に対
する避難誘導、避難支援を行うための配慮も重要である。

（３）建築計画の要点

⑤ 高齢者、障害者等の客室の選択可能性に配慮する

ア．車椅子使用者用客室の整備

・原則として、車椅子使用者用客室は高齢者、障害者等が同伴者
と宿泊することに配慮した広さ、間取りとすることが望ましい。
ただし、都市型立地・主にビジネス利用が想定される施設であれ
ば、介助を必要としない利用者を想定し、シングルルームの車椅
子使用者用客室を提供することも考えられる。

17

重度の障害、介助者等に配慮した設計等に関する考え方・留意点

２．１１ 劇場、競技場の客席・観覧席（抜粋）
◆ 設計のポイント ◆
•車椅子使用者用客席・観覧席は、舞台やスクリーン等が見やすい位
置とし、客席の選択が可能となるように配慮する。また同伴者ととも
に利用できるように配慮する。

２．11．１ 客席・観覧席の設計標準
（１）車椅子使用者用客席・観覧席
③ 寸法
・車いす使用者用客席・観覧席の間口は車いす1台につき、90㎝以上
とし、奥行きは120㎝以上とする。

・通常の車いすよりも大きなリクライニング式の車いす等の使用者に
も対応するため、奥行き140cm以上の車いす使用者用客席・観覧
席も設けることが望ましい。

留意点：可動席ｽﾍﾟｰｽによる車椅子使用者用客席・観覧席等の確保
・大型車いすの使用者をはじめ、乳幼児連れ利用者、盲ろう者（同伴者4名程

度）等、多様な利用者の利便性に配慮し、可動席スペースを確保することは

重要である。

④ 同伴者（介助者、家族、友人等）用の客席・観覧席
・車いす使用者の同伴者席は、車いす使用者用客席・観覧席に隣接し
て設ける。

・客席スペースや構造等により、車いす使用者の同伴者席を隣接して
設けられない場合には、車いす使用者用客席・観覧席にできるだけ
近い位置に設ける。

・車いす使用者用客席・観覧席を仮設で設ける場合は、仮設の同伴者
席も設ける。

（２）一般客席・観覧席

留意点：区画された観覧室の活用

・隣の人や周りが気になって、落ち着いて鑑賞することができない、知的
障害者や発達障害者、その同伴者にとって、区画された観覧室は有効
なものである。



建築設計標準における優良設計事例の紹介

国土交通省住宅局におけるバリアフリーに関する取組
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建築設計標準 設計事例集掲載リスト
名称 階数 竣工年 延床面積 用途 建築等

1
久居市立
誠之小学校

地上3階(一
部平屋建)

2000年
3月

2,901.31㎡小学校 新築

2
静岡県立浜松大平台
高等学校

地上4階
2006年

3月
19,857.78㎡高等学校 新築

3 原宿幼稚園 地上2階
1998年

7月
655.57㎡幼稚園+住宅 新築

4
お茶の水・井上眼科
クリニック

地上18階
～20階

2,827㎡クリニック 新築

5
比布町立ぴっぷ
クリニック

地上1階 2000年 1,614.99㎡クリニック 新築

6 石川県立音楽堂
地下2階
地上5階

2001年
8月

29,400.99㎡
劇場(ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ、
邦楽ﾎｰﾙ、交流ﾎｰ
ﾙ）

新築

7
刈谷市総合文化
センター

地上5階
地下1階

2009年
8月

22,767㎡文化センター 新築

8 広島市民球場
地上7階
地下1階

2009年
3月

39,524.01㎡市民球場 新築

9
さいたま
スーパーアリーナ

地下1階
地上7階

2000年
3月

132,397㎡
ｱﾘｰﾅ+ｺﾐｭﾆﾃｨｱﾘｰ
ﾅ、ｽﾀｼﾞｱﾑ、文化ｱ
ﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設

新築

10
国際障害者交流
センター（ﾋﾞｯｸﾞ・ｱｲ）

地下1階
地上3階

2001年 11,917.19㎡交流センター 新築

11 やわらぎ斎場厚別
地下1階
地上2階

2001年
11月

2,757㎡斎場 新築

12 新宿高島屋
地下4階
地上14階

2000年
3月

160,147.45㎡物販店舗 新築

13 松坂屋上野店
地下3階
地上8階

1929年
4月

51,638㎡物販店舗 改修

14 ジャスコ茅ヶ崎店 地上5階
2000年

10月
64,673.25㎡物販店舗 新築

15
ローソン
勝島一丁目店

地上1階
2000年

3月
172.83㎡物販店舗 新築

名称 階数 竣工年 延床面積 用途 建築等

16 富士レークホテル
地下1階
地上6階

ホテル 改修

17 京王プラザホテル

本館-地下2階
地上47階、
南館-地下2階
地上34階

1971年
3月

175,042.56㎡ホテル 改修

18
ロイヤルパーク
ホテル ザ 羽田

地上8階 2014年 11,642.60㎡ホテル 新築

19
和歌山県庁
南別館

地上10階
2007年

3月
11,431.16㎡

官公庁舎（防
災センター）

新築

20
鳥取県
東部総合事務所

地下1階
地上5階

2000年
12月

9,014㎡
（庁舎棟）

庁舎 新築

21
千里山田
BC住宅A4棟

地上14階 1970年代 15,795.82㎡集合住宅 改修

22
いしかわ総合
スポーツセンター

地下1階
地上4階

2008年
3月

28,316.34㎡スポーツ施設 新築

23
せんだい
メディアテーク

地下2階地上7
階

2000年
8月

21,682.15㎡

図書館（視聴
覚教材ｾﾝﾀｰ
等）、美術館、
映画館

新築

24 弘法の里湯 地上2階
2000年

8月
2,088.79㎡公営公衆浴場 新築

25
みずほ銀行
六本木支店

地下1階
地上8階

2006年
12月

8,234.77㎡サービス店舗 新築

26 わかば美容院 地上1階 1999年 約54㎡サービス店舗 新築

27
川口市駅東口
地下駐車場

地下2階
2007年

4月
9,994㎡駐車場 新築

28
坂戸駅北口
公衆便所

地上2階部分の
1階

2011年
9月

58.6㎡公衆便所 新築

29
世田谷区松蔭神社
通り

30 訓子府町

31 音羽山 清水寺

31 善光寺

19※上表以外に「ホテル又は旅館委置ける高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 追補版」に、新築・改修等の事例を掲載している。



建築設計標準における優良設計事例の紹介例（物販店舗）
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建築設計標準における優良設計事例の紹介例（サービス店舗）
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建築設計標準における優良設計事例の紹介例（サービス店舗）
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